
大泉町環境基本計画の修正内容

番号 頁 意見の内容 修正した内容

1
20
49

　20頁のコラム内３つ目の●部分、「二酸
化炭素排出量を減らすということ」は、化
石燃料にフォーカスが行き過ぎているの
で、吸収量も示してはどうか。

20頁　コラム内（３つ目の●部分）

・修正前　「二酸化炭素を減らすということは、化石燃料によるエネル
　　　　　　ギー消費量を減らすこと」
・修正後　「二酸化炭素を減らすということは、主に化石燃料による
　　　　　　エネルギー消費量を減らすこと」

2
45
57

　45頁のサーキュラーエコノミーの説明
（注釈）がわかりにくい。

57頁　下段部分

・説明のためのコラムを加えます。

3
46
49

　46頁の達成目標の再生可能エネルギーの
導入容量（太陽光発電発電容量）、49頁の
再生可能エネルギー導入目標は、太陽光発
電だけに特化しているので、大泉町の実情
に合わせた結果、太陽光発電だけになって
いる旨がわかるような論調が良いのではな
いか。

49頁　本文上から２行目

・修正前　「再生可能エネルギーの導入目標についても、現時点の導入
　　　　　　容量等を踏まえて設定しました。」
・修正後　「再生可能エネルギーの導入目標についても、本町で最も活
　　　　　　用が期待できる太陽光発電について現時点の導入容量等を
　　　　　　踏まえて設定しました。」

4 49

　再生可能エネルギー導入目標の実現可能
性について、肌感覚がないので、誰にでも
イメージできるような表現があるとよいの
ではないか。

49頁 表の下※1部分

・以下文章を追加
　「2022（令和4）年度時点では1390世帯導入されています。今後、
    2030（令和12）年度の目標値を達成するためには、戸建て住宅１軒
    あたり5kWの太陽光発電を設置すると仮定した場合、約2,800世帯ま
    で伸ばす必要があります。」

5

52
53
58
63
67
71

　第3章の「行政の取組一覧」の各取組につ
いて、各分野別目標ごとに示す「施策の方
針と主な施策」との関連性がわかるように
するとよいのではないか。

52、53、58、63、67、71頁

・第3章の各「行政の取組一覧」に、「施策の方針と主な施策」の対応
　する番号を加えます。

環境審議会意見等による修正内容は下記のとおりです。
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No. 頁 意見の内容 修正した内容

6 55 【事務局】

55頁　達成目標

・修正前　「一般家庭のごみ搬出量 現状値12,206ｔ 目標値11,364ｔ」
　　　　　「事業系のごみ搬出量 現状値2,896ｔ 目標値2,756ｔ」
　　　　　「家庭ごみ量に占める資源ごみの割合（資源化率） 現状値
　　　　　　8.7％ 目標値12.6％」
・修正後　「一般家庭のごみ搬出量 現状値12,274ｔ 目標値11,042ｔ」
　　　　　「事業系のごみ搬出量 現状値2,897ｔ 目標値2,763ｔ」
　　　　　「家庭ごみ量に占める資源ごみの割合（資源化率） 現状値
　　　　　　8.8％ 目標値9.4％」

7 59 【事務局】

59頁　「町民の取組」難易度3

・修正前　「生ごみ処理機器を導入します。」
・修正後　「生ごみ処理機器を導入し、生ごみの減量化やたい肥化によ
　　　　　　り食と農の循環（食農循環システム）に取り組みます。」

8
73
74

①第４章「重点施策」は、重点的に取り組
　む施策についての記載と思うが、施策の
　手法が掲げられているような印象を受け
　る。

②産業界と連携して取り組んでいく姿勢が
　盛り込まれるとよいのではないか。

①74頁　「2目的」本文下から4行目

・修正前　「本町として早期に取り組むべきテーマを設定し、解決に向
　　　　　　けた仕組みづくりを検討します。なお、行政はテーマごと
　　　　　　に重要となる主体同士の交流の機会や情報の提供の役割を
　　　　　　担うことで、地域全体の団結力を向上させるとともに、
　　　　　　新しい協働や連携が生まれるよう促していきます。」
・修正後　「本町として早期に取り組むべきテーマを設定し、解決に向
　　　　　　けた仕組みづくりを目的とします。」

　※上記修正前のなお書き以下は、下記②で追加する76頁「各主体の
　　役割」の本文内に移動します。

　75頁「施策展開のフロー」内
・テーマの下記２例を追加します。
　　　　　・食品ロスの削減にむけた仕組みづくり
　　　　　・産業界の再生可能エネルギー導入促進

　※75頁「施策の展開フロー」の最下段にある「（例）行政の場合」部
　　分は、下記②で追加する76頁「各主体の役割」の項目内に移動し
　　ます。

②76頁

・図を用いた「各主体の役割」の項目を加えます。
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